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B（目次の例） 

                                 目次                                    
 
目次                                     ⅰ 
参考資料索引                                                              ⅴ 
請求項目                                                                  ⅸ 
事実概要                                                                  ⅹ 
主張概要                                                                 ⅹⅲ 
主張詳細                                                                  1 
 Ⅰ. （国名）の〜という行為は違法である。 
  A.  
   1.  
    (a)  
     (ⅰ)  
  



C（参考資料索引の例） 

                 参考資料索引                  
国際判例 
The Zafiro case (Great Britain v. United States), (Decision), 1925 RIAA Vol.6, p.160, p.164, 
(November 30) 
 
書籍 
E.R.C. VAN BOGAERT, ASPECTS OF SPACE LAW, p.115, p.135, p.173, (1986) 
 

論文・雑誌 
Kay-Uwe Horl & Julian Hermida, “Change of Ownership, Change of Registry? Which Objects 
to Register, What Data To Be Furnished, When, And Until When?”, Proceedings of the 
International Institute of Space Law, Vol.46, p.454, p.458, (2003) 
 
条約 
Treaty on Principles governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer 
Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, December 19, 1966, 610 U.N.T.S. 205, 
Arts. 1, 6 & 8 
 
国連文書 
Report of the Legal Subcommittee on its 45th session, held in Vienna from 3 to 13 April 2006, 
U.N.C.O.P.U.O.S., 45th sess., U.N.Doc.A/AC.105/871, p.22, (2006) 
 
その他 
The United Kingdom Outer Space Act of 18 June 1986, Art.3(2)(b), (1986), available at  
<www.bnsc.gov.uk/assets/channels/about/outer space act 1986.pdf> 
 
The United States’ Commercial Space Launch Sec.70104(a)(4), (1984), available at  

<http://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_3/3-1-2-4/3-1-2-44_e.html> 
  



D（請求項目の例） 

                      請求項目                            
 
1) Republica は、Stationrider の作為及び不作為に関して責任を有し、Starflight-1 の損失

に関連して Aspirantia が被った損失及び損害に対し賠償責任がある。 
 
2) Republica は、Stationferry の緊急着陸の結果 Aspirantia が負担した浄化、回収及び返

還に関する費用についての賠償責任を負う。 
 
3) Aspirantia は、Linke 機長及び Vienet 博士を合法的に逮捕・起訴した。 
 
 
  



E（事実概要の例） 

                 事実概要                   
 Aspirantia 共和国（以下「Aspirantia」という。）及び Republica 王国（以下「Republica」
という。）は、国際連合の加盟国であり、1967 年の宇宙条約、1968 年の宇宙救助返還

協定及び 1972 年の宇宙損害責任条約の当事国である。Republica はウィーン条約法条

約を署名及び批准したが、Aspirantia は未だ署名していない。 
 Republica は、Aspirantia と地理的に隣接しており、宇宙活動における重要な技術力

を保有している。Stationride Corporation（以下「Stationrider」という。）は、Republica
から平均海面上 350km 上空の軌道上を回る常設国営宇宙ステーションまでの有人宇

宙飛行を事業として行う免許を受けている私企業であり、Space Activities Act 2000（以

下「SAA」という。）の適用下で、常設国営宇宙ステーションまでの有人宇宙飛行を事

業として行う免許を Republica から受けている。また先頃、宇宙ステーションに物資

を輸送するための Stationferry を利用し、私人を対象とした乗船サービスを提供する

許可も得た。 
Ashes Corporation（以下「Ashes 社」という。）は、Republica 国内の葬儀サービス企

業である。先頃、Stationrider は Ashes 社と、遺灰入りのカプセルが入った小型容器を

運搬し低軌道に配置するという内容の契約を結んだ。これに関し、Republica や他国の

環境保護論者、天文学者や宇宙科学者達が宇宙軌道を使用し、汚染するこのような手

法に対し抗議したにも関わらず、Republica 宇宙局は、この目的のために Stationferry
打上げを禁止せず、さらに打上げの際、ペイロード及びその位置に関して他国への通

報を一切行っていない。 
  



F（主張概要の例） 

I:  
(i) Republica は、宇宙条約６条上 Stationrider の作為および不作為に関して責任を

有する。 
(ii) 宇宙損害責任条約３条に基づき Republica は Starflight-1 の損失に関連して

Aspirantia が被った損失及び損害に対し賠償責任がある。 
II:  
(i) Republica は、Stationferry の緊急着陸の結果 Aspirantia が負担した燃料による

浄化の費用について宇宙損害責任条約２条及び慣習国際法上賠償責任を負う。 
(ii) Republica は、Stationferry の緊急着陸の結果 Aspirantia が負担した Stationferry
の回収及び返還について宇宙救助返還協定５条上賠償責任を負う。 
(iii) Republica は、Stationferry の緊急着陸の結果 Aspirantia が負担した S tationferry
の乗員・乗客の回収及び返還に関する費用について宇宙救助返還協定４条上賠償責任

を負う。 
III:  
(i) Aspirantia は Linke 機長及び Vienet 博士に対して刑事管轄権を行使することが

出来る。 
(ii) Aspirantia の本件の逮捕・起訴は宇宙救助返還協定４条に違反していない。 
 
 
 
  



G（脚注を含めた主張の例） 

                          主張詳細                              
I. Republica は、Stationrider の作為および不作為に関して責任を有し、Starflight-1 の

損失に関連して Aspirantia が被った損失及び損害に対し賠償責任がある。 
本件事実によると、Republica 国企業 Stationrider は、遺灰入りの口紅大のカプセル

が入った小型容器を運搬し低高度の「墓場軌道」に配置するため Stationferry を打ち上

げた。その際、Stationferry の乗客の一人 Timothy・L・Ash（以下「Ash」という。）は

遺灰入りの「father」と刻印されたカプセル（以下「father」という。）を宇宙空間に放

出しており、Stationrider は Ash の行為をなんら防止しなかった。その結果として、

「father」の衝突により Aspirantia 国企業 Startours の打ち上げた Starflight-1 は破損し、

Starflight-1 の乗客・副操縦士が死亡した。また、その後 Starflight-1 が墜落した結果

Startours は Starflight-1 を失い、機長及び乗客のうち一名が負傷した。 
宇宙損害責任条約３条は「損害が一の打ち上げ国の宇宙物体又はその宇宙物体内の人

に対して他の打ち上げ国の宇宙物体により地表以外の場所において引き起こされた

場合には、当該他の打ち上げ国は、当該損害が、自国が責任を負うべき者の過失によ

るものである限り賠償責任を負う」旨が規定されている1。 
したがって以下、宇宙損害責任条約３条に基づき Republica が Aspirantia に対し賠償

責任を負うことを論証するために、Stationrider は Republica が責任を負うべき者に該

当すること、Starflight-1 並びに「father」は宇宙物体であること、Aspirantia 並びに

Republica は打上げ国に該当すること、Starflight-1 の墜落及び乗員・乗客の死亡という

損害は Stationrider の過失により生じたことを順に論証する。なお、Starflight-1 と「father」
の衝突は、Starflight-1 の降下中に高高度において発生しており、地表以外の場所にお

いて引き起こされていることは本件事実より確認できる。 
A. Stationrider は Republica が責任を負うべき者に当たる。 

 宇宙損害責任条約３条にいう「自国が責任を負うべき者」とは、国家が自ら宇宙活

動の免許を付与した企業を含む2。 
 
 
  

 
1 The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, November 
29, 1971, 961 U.N.T.S. 187, Art.3. 
2 Krystyna Wiewiorowska, “Some Problems of State Responsibility in Outer Space Law,” 
Journal of Space Law, Vol.7, p.23, p.27, (1979). 



H（法廷への請求） 

 以上の理由から、原告……は、国際司法裁判所に対し、以下の事項を判決し、宣言

することを請求する。 
Ⅰ.…………… 
Ⅱ.…………… 
Ⅲ…………… 
 
 
 

 


